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　３月２９日（水）魚神山公園にて三世代

交流会を開催しました。家串小学校の生徒

とその保護者、老人クラブ会員の方々が、

モルックを楽しみました。

　モルックとは、モルックという棒をス

キットルという木製のピンに投げて倒す

ゲームです。倒れたスキットルに書かれて

いる数＝点数で、先に５０点ぴったりにし

たチームの勝ちです。

　モルックの後は、みんなでランチをして

ビンゴゲームで盛り上がりました。

三世代交流会「モルック大会」
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令和５年度　事業計画及び予算

令和５年度　予算（円） ２８８,９３４,０００

新　　任 旧　　任 氏　　名

【課長級】
在宅福祉課　課長（兼西海事業所管理者） 在宅福祉課　課長 保

ヤス

田
ダ

　洋
ヨウ

子
コ

【課長補佐級】
総務福祉課　課長補佐（愛南町役場　出向） 総務福祉課　課長補佐 野

ノ

平
ヒラ

真
シン

一
イチ

郎
ロウ

【係長級】
総務福祉課　係長 総務福祉課　係長（愛南町役場　出向） 岩

イワ

村
ムラ

　崇
タカ

弘
ヒロ

所　　属 役　　職 氏　　名

在宅福祉課 正規職員
介護支援専門員 玉

タマ

田
ダ

　桂
ケイ

子
コ

西海事業所 正規職員
准看護師・介護職員 松

マツ

本
モト

　明
アケ

美
ミ

総務福祉課 准職員
事務職員 芝

シバ

﨑
サキ

　　綾
アヤ

令和５年４月１日付人事異動

令和５年４月１日正規職員・准職員

 事　　業
①法人運営事業　　	 ●理事会 /評議員会 /監事会 /評議員選任委員会　●社協会員制度の普及

②地域福祉事業　　	 ●調査企画広報（社協だよりの発行 4回；5月・7月・10月・2月）

　　　　　　　　　	 ●日常生活用具貸与　●マイクロバス管理運営　

③地域福祉活性化事業	●サロン　●福祉教育　●小地域活性化　●地域福祉活動計画評価

④ボランティア活動振興事業	●ほっとサポート愛南　●ボランティア市民活動支援センター

　　　　　　　　　	 ●生活支援体制整備（町受託）

⑤配食サービス事業（町受託）

⑥心配ごと相談事業（町受託）

	 ●無料法律相談（弁護士・司法書士）

⑦共同募金配分事業	 ●福祉杖支給　●サロン助成　●身体障害者福祉会助成　●夏休み体験学習

　　　　　　　　　	 ●一人親家庭卒業児童記念品贈呈　●民生児童委員協議会助成

⑧総合相談事業　　	 ●福祉サービス利用援助　●生活福祉資金貸付　●生活困窮者自立相談支援　

　　　　　　	 ●家計改善支援　●生活困窮者・被保護者就労準備支援　●法人後見

　　　　　　　　	 ●重層的支援体制構築準備・居場所の整備・地域コーディネート等

⑨まごころ銀行運営事業

⑩居宅介護等事業	 ●訪問介護

　　　　　　　　	 ●介護予防・総合（月～金；但し、必要な場合は土日祝日、年末年始対応）

　　　　　　　　	 ●障害福祉サービス（居宅介護・重度訪問介護・同行援護）　

　　　　　　　　	 ●地域生活支援（町受託：障害者訪問入浴・障害者（児）移動支援）

⑪居宅介護支援事業	 ●居宅介護支援　●介護予防（総合）町受託

⑫訪問入浴（予防）事業	●訪問入浴　（月～土；但し、12/31 ～ 1/3 休業）

⑬通所介護事業　	 ●地域密着型通所介護　●総合　（月～土；但し、12/31 ～ 1/3 休業）　

⑭相談支援事業　	 ●特定相談支援　●一般相談支援（町受託）

⑮西海高齢者生活福祉センター受託運営事業（町受託）

団体事務の協力・援助	 ●愛媛県共同募金会愛南町支会　●愛南町民生児童委員協議会　本部・各支部

	 ●愛南町老人クラブ連合会　各支部　●愛南町戦没者遺族会　本部・各支部 

予算総額
予　　算
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　小学４年生～６年生が安心して集まれる場所を開設しています。

　集まって宿題をするだけでなく、楽しいイベントや、戸外活動も検討しています。利用を希望さ

れる方は、社会福祉協議会までお申し込みください。

　令和５年度も、地域で活動をするふれあいサロン、ボランティア団体、ほっとサポート協力会員

等小地域福祉活動の担い手の方を対象に、地域の福祉の向上を目指すことを目的に研修会を開催し

ます。

　どなたでも参加できますので、参加を希望される方は、愛南町社会福祉協議会

（TEL73-7776）までお問合せください。

おかえり子どもクラブ

令和５年度　地域の担い手養成研修会

５月２０日（土）10時～ 地域の担い手養成研修会～愛南町の取り組み～

７月　７日（金）14時～ 楽しく繋がろう～地域の担い手交流会～

２月　９日（金）14時～ 小地域活性化事業～小地域カフェ～

対象小学校

一本松小

城辺小　平城小

場　所

御荘夢創造館

利 用 料

月１,５００円

送　迎

一本松小・城辺小

学校への迎えあり

利用時間

平日15時～18時
（火曜・学校休校日を除く）

 ※長期休暇の間は休み

対象学年

小学４年～６年

（15 名程度）

※帰りは各自で
お迎えをお願い

します。

【お問合せ先】

社会福祉法人愛南町社会福祉協議会　

TEL73-7776 携帯　080-1479-5147

〒 798-4101 愛南町御荘菊川 1157 番地
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「くらしの相談窓口」のご案内
生活や仕事のことで悩んでいませんか。

  フードパントリー弁当（２００円程度）

フードパントリー開催
　「フードパントリー」は、個人の方から企業（フジ・JA）を通じてご寄付いただいた食料品を生

活に困っている家庭や支援団体など、多くの皆さんと分け合う取り組みです。「食」を通じたお互

い様の助け合いや、食品ロス削減に参加してみませんか。

　愛南町社協では、食品ロスを減らし、地域食堂や生活困窮者等の食品を必要としている人のも

とへ届ける事業を展開しております。フードバンクの事業をみなさまに知ってもらう活動として、

フードバンクを利用しお弁当を作ります。数に限りはありますが、ぜひご賞味ください。

愛南町社会福祉協議会 地域福祉係 担当：馬詰 0895-73-7776

一人で悩まず、まずはご相談ください。

一緒に考え、解決のお手伝いをします。

　住民の方々が抱えるお悩みや問題などを属性・世代・相談内容に関わらず受け止める相談窓口を

設け、複雑な問題や問題が重なっているケースについては課題の解きほぐしや整理を行い、関係機

関と役割分担をして支援を実施する体制の構築を進めています。

　相談窓口については、愛南町社会福祉協議会から愛南町役場保健福祉課に職員１名が出向して、

「くらしの相談窓口」の業務にあたっていますのでお気軽にお問合せやご相談ください。

【お問合せ先】　愛南町社会福祉協議会 総務福祉課 野平真一郎
　　　　　　　電話：愛南町役場 保健福祉課内
　　　　　　　０８９５－７２－１２１２

午前（9：30～11：00） 午後（13：30～15：00）

５月 10日（水） DEあい21 菊川公民館

６月 14日（水） 上大道公民館（集会所） 緑公民館

７月 12日（水） 西海町民会館 長月公民館

８月 ９ 日（水） 御荘文化センター 城辺保健センター

９月 13日（水） 深浦公民館 家串公民館

日 時間 場所

５月 24日（水）

11：00～12：00
ご縁茶屋

（観自在寺下）

６月 21日（水）

７月 26日（水）

８月 23日（水）

９月 27日（水）

ご家庭 ➡ご寄付
フジ南宇和店・
JA 南宇和支所 愛南町社協➡ ➡
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愛南町ボランティア支え愛センター
「ボランティア活動助成金申請」について

小地域活性化事業
助成金交付申請について

目　　的　	　愛南町において社会福祉の向上を目指した福祉活動やボランティア活動の推進に資す

るた	めに活動を実施している団体の事業に対し助成を行っていきます。

申請方法　所定の助成金交付申請書用紙に記入し直接申込を行う。

①	本年度の事業計画書

②	本年度の収支予算書

③	会員名簿・役員名簿

④	会則・規則等（活動内容が分かるもの）

　　　　　　	※	　申請書類は愛南町社会福祉協議会のホームページからダウンロードすることが

　可能です。

申込期日　毎年 4月 1日～ 5月末日

申	込	先　	社会福祉法人　愛南町社会福祉協議会（愛南町ボランティア支え愛センター）

〒７９８－４１０１　愛南町御荘菊川 1157 番地　TEL　７３－７７７６　ＦＡＸ７４－０５２０

目　　的　		　愛南町内において社会福祉の向上を目指し、小地域単位で活動を実施している団体若

しくは、今後、社会福祉協議会と連携して小地域の活性化に取り組もうとしている団体

を対象に助成を行っていきます。

対象の要件

①	地域福祉の向上を目的として、自主的に活動している団体であること

②	他の団体、個人に対して、助成金等を支出していないこと

③	構成員が５名以上の町内の団体で社会福祉協議会と連携して活動を行うこと

④	特定の政治団体、宗教団体などから独立していること

申請方法　所定の助成金交付申請書用紙に記入し直接申込を行う。

①	本年度の事業計画書

②	本年度の収支予算書

③	会員名簿・役員名簿

④	会則・規則等（活動内容が分かるもの）

申込期日　毎年４月１日～２月末日

申 込 先　	社会福祉法人　愛南町社会福祉協議会

〒７９８－４１０１　愛南町御荘菊川 1157 番地　TEL　７３－７７７６　ＦＡＸ７４－０５２０



6

愛南ふれあい・いきいきサロン

生活支援体制整備事業

　「ふれあいサロン」は、地域住民の閉じこもり防止や仲間づくり等を目的に、身近な場所で気軽

に集まり、おしゃべりなどで仲間と楽しく過ごせる地域の「憩いの集いの場」です。

　高齢者が安心して住みやすい町づくりを目指し、地域の住民組織や関係団体を連携し、支え合い

活動の推進や、生活支援の充実をはかります。

　地域でボランティアとして活動する方の育成・支援を行うほか、高齢者のこれまでの経験を地域

で活かせるような環境づくりに取り組みます。

　愛南町社協では、サロン立上げ支援やサロン活動助成を行っています。興味のある方はぜひ

愛南町社協（TEL73-7776）までお問合せください。

　自分たちの地域を再度「知り」、地域の人と人が「つながり」、地域の支え合いの「しくみづくり」

をしています。

一本松地域増田地区「地図マッピング」 御荘地域栄町地区「地域交流　夕涼み会」

押し花教室 オカリナ演奏会

みんなで調理 サロン交流会
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今日から使える介護技術

　介助者は、すべての動作ごとに声掛けをし、両者で協力しながら行いましょう！

　決して、介助者の体が本人の進行方向を妨げないよう心がけましょう。　

①	　介助者は本人の左斜横の位置に立つ。車いす座面からおしりを少しずつにじり出して、

浅めに座ってもらう。右足を少し前に置き、左足を引いてもらう。本人の右手を車の座面

に置き、介助者の左手を本人の左わきに差し込んだら（力を入れず、差仕込むだけ）介助

者の上腕後ろを軽く持ってもらう。

②	　本人の頭を前に出しながらゆっくりと立ち上がってもらい（立ちにくいときは、右手で

おしりを少し支える介助をする）、しっかりと立てたことを確認して膝折れに留意しなが

らゆっくりと体を一緒に回し、おしりを車の座面に載せる。

③	　左わきの介助はそのままで、右足から片方ずつ車に乗せてもらい、両足が乗ってから左

わき介助をはずす。本人の両手を座面において、おしりを奥に移動してもらう。

皆様の暮らしの中で、介護で困った場面はありませんか？皆様の介護の困りごとを教えてください。

どうしたら、無理なく介護できるか、社協だより『今日から使える介護技術』でお伝えしていきます。

＊今回紹介した介護技術はあくまで基本となります。ご本人の状態や状況に合わせて、『安全を第一に

考えて』介助をしてくださいね。　　　　　　　　　　連絡先：愛南町社協在宅福祉課　73 -7771

車いすから車へ移りましょう

ワンポイントアドバイス！

参考にしてくださいね。

タオルを使えば、一人でも

乗り降りできますよ！

移乗編

こりゃ
楽やな～

➡　  ➡　 ➡

降りやすい
なぁ～
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この社協だよりは、共同募金配分金を活用しています。

無料法律相談

宇和島地区権利擁護センター「ピット」

《まごころ銀行》ご寄付紹介

　愛南町社会福祉協議会では、無料で弁護士・司法書士に相談できる相談所を開設しています。

秘密は固く守りますので、お気軽にご相談ください。

※事前予約が必要です。

日　　時 担　当 開催場所

５月１６日（火）

１４時～１６時

弁 護 士
愛南町御荘平城１３９番地

御荘老人福祉センター６月１５日（木） 司法書士

７月１８日（火） 弁 護 士

松本　正子　様

愛媛西部ヤクルト販売（株）様

 開催日 ６月１１日（日）

時　間 １３時～１６時

場　所 愛南町御荘文化センター

　下記の方々よりご寄付をいただきました。

紙面を借りて御礼申し上げます。誠にありがとうございました。

　社会福祉協議会では、皆様の善意の預託（寄付金・チャリティー収益・香典返し等）を受けた

まごころ銀行を設置しています。愛南町の福祉の増進に寄与することを目的とした寄附金は地域福

祉事業の財源や災害見舞金等に活用されます。寄附金は年間を通してお受けしておりますので、皆

様のあたたかいお気持ちをお寄せいただきますよう、よろしくお願いします。

　認知症や障がいなどにより、判断能力が十分でない方が住み慣れた地域で自分らしく安心して

地域で暮らし続けられるように支援する窓口です。

物忘れがあり、お金

の管理が難しい

認知症の親を悪徳商法

から守りたい

独り身で子どもや

身寄りがいない
施設に入居したいが

自分で契約ができない

障がいのある家族や

自分の将来が不安

　弁護士や司法書士が成年後見制度の利用や相続、遺言など、ご相談をお受けします。お気軽にご

相談ください。

　成年後見制度相談会の開催　※相談無料・予約優先　

＜問合せ＞　	宇和島地区権利擁護センター「ピット」

　　　　　　（宇和島市総合福祉センター内）

☎　　　　　☎（0895）28-6033

愛南町役場保健福祉課内　担当：愛南町社会福祉協議会　野平（☎０８９５－７２－１２１２）


